
第 １３ 号議案  

 

   国立市介護保険条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

    令和 ３ 年  ２ 月  ２４  日  

 

  

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

                     

 

（説 明） 第８期国立市介護保険事業計画を含む国立市地域包括ケア計画

の策定に伴い、介護保険料を改定し、及び特別給付（継続的支援体

制加算給付）の規定を新設するため、条例の一部を改正するもので

ある。 

 

 

国立市介護保険条例の一部を改正する条例案 

    

国立市介護保険条例（平成１２年３月国立市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第６条の２を次のように改める。 

（特別給付） 

第６条の２ 市は、法第６２条に規定する特別給付として、規則で定めると

ころにより、次に掲げる給付を行う。 

 (１) おむつの給付 

 (２) 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援に係る加算給付 

第７条中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」

に改め、同条第１号中「２８，９００円」を「２９，６００円」に改め、同

条第２号中「４３，３００円」を「４４，５００円」に改め、同条第３号中



「５０，６００円」を「５１，９００円」に改め、同条第４号中

「６０，０００円」を「 ６ １， ６ ０ ０ 円 」 に改 め 、 同条 第 ５号 中

「７２，３００円」を「７４，２００円」に改め、同条第６号中「合計所

得金額」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額（以下この条において単に「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、

０とする。以下この条において同じ。）」に、「７９，５００円」を

「８１，６００円」に改 め 、同 条 第 ７号 中 「９ ０ ， ３０ ０ 円」 を

「９２，７００円」に改め、同条第８号中「１０８，４００円」を

「１１１，３００円」に改め、同条第９号中「１２６，５００円」を

「１２９，８００円」に改め、同条第１０号中「１４４，６００円」を

「１４８，４００円」に改め、同条第１１号中「１６２，６００円」を

「１６６，９００円」に改め、同条第１２号中「１８０，７００円」を

「１８５，５００円」に改め、同条第１３号中「１９１，５００円」を

「１９６，６００円」に改め、同条第１４号中「２０２，４００円」を

「２０７，８００円」に改める。 

第９条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する納期によりがたい第１号被保険者に係る納期は、市長が

別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第１号被保険

者に対しその納期を通知しなければならない。 
 

   付 則 
 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の国立市介護保険条例（以下「新条例」という。）第７条の規定は、

令和３年度以後の年度分の保険料から適用し、令和２年度分までの保険料

については、なお従前の例による。 



３ 新条例第９条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来

する保険料について適用し、同日前に納期限が到来した保険料については、

なお従前の例による。 

（令和３年度から令和５年度までにおける保険料の特例） 

４ 介護保険法第１２４条の２第１項に規定する所得の少ない第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る次の各号に掲げる者の令和３年度か

ら令和５年度までにおける保険料は、新条例第７条第１項第１号から第３

号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 新条例第７条第１項第１号に該当する者 １４，８００円 

(２) 新条例第７条第１項第２号に該当する者 ２５，９００円 

(３) 新条例第７条第１項第３号に該当する者 ４８，２００円  


